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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】握り玉錠やレバーハンドル錠の取り付け凹部や
孔を生かして交換できるロック機構を備えたプッシュプ
ル錠を提供する。
【解決手段】ハンドル３，４の進退により回動駆動され
る解錠カム５，６によりがスライドラッチ１が後退して
解錠するプッシュプル錠において、解錠カム５，６に重
なるように配置され、一端にロックツマミ１０を、他端
に表示板１１を、またロックツマミ１０が押し込まれた
時にスライドラッチ１の後端に位置するロック部１２を
有する作動棹７を配置した。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ハンドルの進退により回動駆動される解錠カムによりがスライドラッチが後退して解錠す
るプッシュプル錠において、
　前記解錠カムに重なるように配置され、一端にロックツマミを、他端に表示板をまた前
記ロックツマミが押し込まれた時に前記スライドラッチの後端に位置するロック部を有す
る作動棹を配置してなるプッシュプル錠。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、扉を開放する方向にレバーを押し込み操作、または引き寄せ操作することに
よりスライドラッチを開錠できるプッシュプル錠に関する。
【背景技術】
【０００２】
　営繕業界からは握り玉錠やレバーハンドル錠の交換用としてプッシュプル錠を元の錠取
り付け凹部や穿孔を生かして交換できることが要望されている。
　このようなものとして特許文献１に見られるようなプッシュプル錠を提案したが、これ
には施錠機構がなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－９４３９７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、握
り玉錠やレバーハンドル錠の取り付け凹部や穿孔を生かして交換できるロック機構を備え
たプッシュプル錠を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　このような課題を達成するために本発明においてはハンドルの進退により回動駆動され
る解錠カムによりがスライドラッチが後退して解錠するプッシュプル錠において、前記解
錠カムに重なるように配置され、一端にロックツマミを、他端に表示板をまた前記ロック
ツマミが押し込まれた時に前記スライドラッチの後端に位置するロック部を有する作動棹
を配置するようにした。
【発明の効果】
【０００６】
本発明によれば、スライドラッチの移動を拘束するロック機構を解錠機構と同一のエリア
に組み込むまれているので、握り玉錠やレバーハンドル錠の取り付け凹部や穿孔を生かし
て交換することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明のプッシュプル錠の概要を示す斜視図、及び施錠機構を示す斜視図である
。
【図２】本発明のプッシュプル錠の施錠機構を示す斜視図である。
【図３】本発明のプッシュプル錠の一実施例を示す縦断面図である。
【図４】本発明のプッシュプル錠の一実施例を示す縦断面図である。
【図５】本発明のプッシュプル錠のロック時の状態を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
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　そこで以下に本発明の詳細を図示した実施例に基づいて以下に説明する。
　図１、２は本発明のプッシュプル錠の概要、及び施錠機構の一実施例を示すものであり
、また図３，４は本発明の実施例を示すものであって、特許文献１に記載されたような構
造を有するプッシュプル錠のスライドラッチ１の後端部には窓２が形成されていて、ここ
には扉の表裏に位置するハンドル３、４の進退により回動駆動される解錠カム５、６がロ
ック機構の作動棹７を挟むように挿入されている。
【０００９】
　解錠カム５，６は、周知のようにその後端がハンドル３，４の進退を回動運動に変換す
る機構８，９を介して連結され、その先端が回動してスライドラッチ１を後退させる。
【００１０】
　一方、ロック機構を構成する作動棹７は、一端にロックツマミ１０、他端に表示板１１
、及びロックツマミ１０が押し込まれた時にスライドラッチ１の窓２に対向する領域にス
ライドラッチ１の後端に位置するロック部１２が形成されている。
【００１１】
　この実施例において、ドアＤに取り付けてドアＤを閉めると、スライドラッチ１が柱Ｐ
のラッチ受け１３に進入して施錠される。
【００１２】
　ロックしたい場合には取付座１４近傍のロックツマミ１０をドアＤの側に押し込むと、
作動棹７が移動してロック部１２がスライドラッチ１の後端部に位置する。　これにより
、スライドラッチ１は、ロック部１２に拘束されてハンドル３，４の操作に関わりなく移
動が不可能となる。またこの状態では図５に示したようにハンドル３の他端の表示板が取
付座１３から露出して、他者に現在、ドアがロック状態であることを示す。
【００１３】
　なお、ロックを解除する場合にはロックツマミ１０をレバ４側に引くと、ロック部１２
がスライドラッチ１の後端部から抜けてロックが解ける。同時に表示板１１が取付座１３
に隠れる。
【００１４】
　以上、説明したように本発明によればスライドラッチを移動させる解錠カム５、６とロ
ック部１２を操作する作動棹７とを重なるように配置したので、握り玉錠やレバーハンド
ル錠の取り付け凹部や穿孔を生かして交換さえできるなら、ロック機構を有するプッシュ
プル錠に交換できる。
【符号の説明】
【００１５】
１　スライドラッチ　　２　窓　　３，４　ハンドル　　５，６　解錠カム　　７　作動
棹　　　８，９　運動変換機構　　１０　ロックツマミ　　１１　表示板　　１２　ロッ
ク部
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